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※１　特定空家等　「そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態」などにあると市が判断し、認定した空家等
※２　不良住宅　　住宅の構造または設備が著しく不良であるため、居住用に使用することが著しく不適当なもの


